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外 
⼟地及び家屋を購⼊・新築した 
または家屋のみ購⼊・新築した 

対象の不動産の所有者である 

対象の家屋に住んでいる 
（住⺠票を置いている） 

対象の不動産を取得後、初めて固定資産税を賦課
されてから 3 年度以内である。 

（⼟地及び家屋について賦課年度が異なるときは遅い⽅から起算） 

No 

Yes 

No 

No 

Yes 

Yes 

対象となる可能性があります︕ 

［お問い合わせ先］ 
   南部町役場 企画政策課                            詳細は南部町 HP をチェック ➡ 

TEL:0859-66-3113 FAX:0859-66-4426        （https://town.nanbu.tottori.jp/admin/kikakuseisakuka/permanent/teijusokushin/） 

申請⽅法 
申請書類を、南部町役場企画政策課に持参または郵送してください。 
電⼦申請もご利⽤いただけます。 
※申請をされる前に、企画政策課までご相談ください。 ※申請書類については、南部町 HP をご覧ください。 
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